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官庁営繕の役割 

営繕計画書に関する意見書の送付 

官公庁施設に関する指導及び監督 

国 各① 

位置・規模・構造の基準の設定及び実施の勧告 

国
土
交
通

各 

省 

各危険庁舎等の改築・修繕等の勧告 

保全の基準の設定及び実施の勧告 実地指導

通
省 

各 

庁
 

保全の基準の設定及び実施の勧告、実地指導

国家機関の建築物の整備

総理大臣官邸 
中央合同庁舎

図書館 
国際会議場 国会議事堂国会議事堂総理大臣官邸 図書館 国会議事堂国会議事堂国会議事堂国会議事堂

国家機関の建築物の整備

中央合同庁舎 
地方合同庁舎 
一般庁舎 
試験研究機関 
研修施設

国際会議場
社会福祉施設 
迎賓館 
博覧会政府館 

国会議事堂
特別会計 
刑務所 
特殊な防衛施設 
小規模営繕 等

国会議事堂
特別会計 
刑務所 
特殊な防衛施設 
小規模営繕 等

総理大臣官邸 
中央合同庁舎 
地方合同庁舎 
一般庁舎 
試験研究機関

図書館
国際会議場 
社会福祉施設 
迎賓館 
博覧会政府館

国会議事堂
特別会計 
刑務所 
特殊な防衛施設 
小規模営繕 等

国会議事堂
特別会計 
刑務所 
特殊な防衛施設 
小規模営繕 等

国会議事堂
特別会計 
刑務所 
特殊な防衛施設 
小規模営繕 等

国会議事堂
特別会計 
刑務所 
特殊な防衛施設

等研修施設 小規模営繕 等小規模営繕 等試験研究機関 
研修施設 

博覧会政府館 小規模営繕 等小規模営繕 等小規模営繕 等
小規模営繕 

等
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霞が関一団地における事業概要① 

国立劇場国立劇場  

高裁判所高裁判所

国立国会図書館 
耐震改修(～H25 ) 

高裁判所 
耐震改修実施検討中 

国立国会図書館国立国会図書館  
本館本館

国立国会図書館国立国会図書館  
新館新館  

高裁判所高裁判所

永田町合同永田町合同  

参議院参議院

中央合同庁舎第６号館 
赤れんが棟耐震改修済み(H6 )

中央合同庁舎第３号館 
免震改修済み(H14 ) 

憲政記念館憲政記念館  

参議院参議院  
議員会館議員会館  

参議院分館参議院分館  
参議院参議院  
別館別館  警察総合警察総合  

警視庁警視庁  

３号館３号館

６号館６号館  
赤れんが棟赤れんが棟  

６号館６号館

参議院参議院  
議長公邸議長公邸  衆議院衆議院  

議長公邸議長公邸  

第二別館第二別館  
赤れんが棟耐震改修済み(H6 ) 

外務省庁舎 
免震改修済み(H16 ) 

新議員会館新議員会館新議員会館 国会議事堂国会議事堂  
衆議院衆議院  
第二議員会館第二議員会館  

衆議院衆議院  
第一議員会館第一議員会館  

衆議院衆議院  
第一別館第一別館  

衆議院分館衆議院分館  

２号館２号館  

３号館３号館
Ａ棟Ａ棟  

東京高等地方簡易東京高等地方簡易  
裁判合同裁判合同  

６号館６号館  
Ｂ・Ｃ棟Ｂ・Ｃ棟  

１号館１号館  
本館本館

１号館１号館  
北別館北別館

別館別館  

外務省外務省  
本館本館

外務省外務省  
新庁舎新庁舎  

震改修済 ( )
新議員会館
PFI事業により整備中(H18-H32) 
新議員会館
PFI事業により整備中(H18-H32) 
新議員会館
PFI事業により整備中(H18-H32) 

首相官邸 
( 完成)

首相官邸首相官邸  

首相公邸首相公邸  

衆議院衆議院  
第二別館第二別館  国会記者国会記者  

事務所事務所  

内閣本府内閣本府  
Ａ棟Ａ棟  

７号館７号館  
西館西館

財務省財務省  

４号館４号館  

経産省経産省  
本館本館  

本館本館
北別館北別館

１号館１号館  
別館別館  ５号館５号館  

別館別館  

５号館５号館  
本館本館  

本館本館

Ｂ棟Ｂ棟  

経済産業省総合庁舎別館

内閣府本府Ａ棟 
免震改修中(～H22) 

中央合同庁舎第１号館 
本館､北別館､別館 
の免震改修中(～H23 ) 

(H14完成) 

特許庁特許庁  

西館西館  
７号館７号館  
東館東館  

旧文部省庁舎旧文部省庁舎  

経産省経産省  
別館別館  

耐震改修 

事

経済産業省総合庁舎別館
免震改修済み(H20 ) 中央合同庁舎第８号館 

PFI事業により整備中(H22-H36) 

中央合同庁舎第４号館 
PFI手法の導入可能性の検討中 

 
 

PFI事業

その他事業 
中央合同庁舎第７号館 
PFI事業により維持管理・運営中(H15-H34) 

２ 



霞が関一団地における事業概要② 

■中央合同庁舎第８号館整備等事業(PFI) ■耐震改修事業

 中央合同庁舎第８号館整備等事業は、合同庁舎の整備と内

閣府庁舎の有効活用を一体的に行い、内閣官房、内閣府の分

散機能の集約を図るとともに、効率的な維持管理・運営を図る

とを 的と る

■中央合同庁舎第８号館整備等事業(PFI)

 災害応急対策活動の拠点施設としての機能の確保や来訪者
等の安全確保の観点から、既存官庁施設の有効利用を図りつ
つ、耐震化を推進している。 

■耐震改修事業

ことを目的としている。 免震改修の例 (中央合同庁舎第３号館) 

建築面積  5,878㎡ 
延べ面積 69,974㎡ 
構造･規模 
ＳＲＣ造  ＳＲＣ造

  地上11階 地下2階 

[アイソレーター] 
上部構造の荷重を支え、 
地震時に揺れを緩やかな動
きに変える

免
震
層 
既きに変える 既
存
杭 

[ オイルダンパー ] 
地震エネルギーを吸収すると 
ともに揺れを減衰させる

○入居予定官署  内閣官房、内閣府、総務省公害等調整委員会 

○事業者  ８号館ＰＦＩ(株)  

○事業方式及び事業内容 

鉛プラグ 天然ゴム 
内部鋼板 

被覆ゴム 

ともに揺れを減衰させる

バルブ 油室 ピストン 

鉛プラグ 天然ゴム 

内部鋼板 
被覆ゴム 

  事業方式  BTO方式（サービス購入型） 

  事業内容  新庁舎の施設整備、維持管理及び運営 

          内閣府庁舎Ｂ棟の解体撤去 

          内閣府庁舎Ａ棟の内部改修（既存遡及部分）、 

○中央合同庁舎１号館(本館､北別館､別館) 免震改修中(H18～H23) 

○中央合同庁舎３号館 免震改修済み(H14) 

○中央合同庁舎６号館赤れんが棟 耐震改修済み(H6)          維持管理及び運営等 

  事業期間  平成22年2月17日から平成36年3月31日まで（約14年間） 
図は国道246号線（敷地西側）からの外観イメージ図（左：内閣府庁舎Ａ棟、右：新庁舎） 
※本図は、参考資料として提出されたものであり、実際の建築とは異なる場合がある。 

○中央合同庁舎６号館赤れんが棟 耐震改修済み(H6)

○内閣府本府Ａ棟 免震改修中(H19～H22) 

○外務省庁舎 免震改修済み(H16) 

○国立国会図書館 耐震改修中(H21～H25) 
３ 



主な政策課題（１）防災拠点となる官庁施設の整備①  

・建築物の耐震化対策は、政府全体の緊急の課題。建築物の耐震化対策は、政府全体の緊急の課題。

・このため公共建築物については、耐震改修促進法に基づく告示(平成１８年)等により、整備目標及び整備

プログラムの策定等を行い、計画的かつ重点的な耐震化に取り組むこととされている。 

・官庁施設については、災害応急対策活動の拠点施設となることや来訪者等の安全確保の観点から、Ｈ１８

～２７年度の１０年間で、耐震化率９割の達成を目標。 

・耐震化対策の実施にあたっては、大規模地震発生時に官庁施設がその機能を十分に発揮できるよう、構造

体のみならず、設備、非構造も含めた建築物全体としての総合的な耐震安全性を確保した防災拠点となる

官庁施設等の整備を実施官庁施設等の整備を実施。

○ 耐震改修のイメージ 

神戸第２地方合同庁舎の事例 

内部の被災状況 

災害時の応急対策活動の拠点

柱が破断する等構造体が損傷
し、機能の復旧に時間を要した 

となる司令塔施設の耐震性の
確保が必要 

４ 



主な政策課題（１）防災拠点となる官庁施設の整備②  

○ 防災拠点となる官庁施設のイメージ 
  

活動拠点室等の耐震性能の確保 

高架水槽 
ヘリポート 

防災無線 

情報通信室 

災害対策本部機能を持つ防災センター 
の整備 

活動通路の確保 事務室

防災センター 

活動通路 確保 事務室

自家発電気室等 

ライフライン途絶時 
の建築設備機能の維持 

目標の高い耐震安全性を確保する 
免震・制振技術の採用 

５ 



主な政策課題（２）官庁施設ストックの有効活用 

保全業務における国土交通省の役割 官庁施設ストックの状況 

＊保全の第一義的責任者 

国土交通省 

保

各省各庁 

定期点検義務保 

全 

指

保全体制の整備 

保全計画の作成

技術基準類の整備等による支援 

会議・講習会等による支援 

＊定期点検義務付け

指 

導 

保全計画の作成

保全業務の実施 
現地に赴いて実地指導・勧告 

  国家機関の建築物における総延べ床面積 
      ＝約4,900万㎡   総施設数＝約16,800施設 

各省各庁の施設管理者による適切な保全

保全実態調査   現在、築後30年を経過した官庁施設が約１／３を占
めており、10年後には 約５割に達する見込み。 

外壁モルタルの落下 エレベーター着床時の段差 各省各庁の施設管理者による適切な保全
の実施と 計画的な改修・修繕が重要。 

保全指導の充実

外壁モルタルの落下 レ タ 着床時の段差 

 外壁等の劣化が著しく進行したり、設備機器等
の機能停止状態になる前に予防保全が必要。 

保全指導の充実 

 設備機器等の劣化進行メカニズムを踏まえ、
適切な補修時期を予測する手法の調査を行う。 

外壁落下による人身事故のおそ
れがあり、外壁改修が必要 

人身事故のおそれがあり、エレ
ベーター設備の修繕が必要 

６ 



政策課題（３）環境負荷低減への取組 

官庁施設のライフサイクルを通じた環境負荷低減 
官庁施設の計画→設計→建設→運用→廃棄を通して環境負荷の低減に配慮 

 新の環境技術を採用 
新築（建替え等） 

 環境負荷低減効果の高い機器等を導入 
改修（老朽更新時） 

（導入例） 照明の高効率化 
照明器具を高効率なＨｆ形照明器具に更新。併せて制御シ
ステム （昼光連動制御※図１、在／不在制御等※図２ ）を導入
し照明エネルギーを削減。 

図１ 昼光連動制御 図２ 在／不在制御 

再生可能エネルギーの導入
■照明の高効率化の効果確認 

（1,200㎡事務庁舎事例）再生可能エネルギ の導入

   霞が関地区の庁舎に  
設置された太陽光発電設備 

約６５０kW

・照明の電気消費量の比較  
改修前 103.3ｋWｈ/日 
改修後  78.4ｋWｈ/日 

・庁舎全体のエネルギー消費量

（ , 事務庁舎事例）

合計

【太陽光発電パネル】 

約６５０kW 

一般家庭約１６０軒分に相当 
（※一般家庭年間使用量を４，０００kWｈと仮定） 

【エネルギー消費構成比】 

21.3％ ・庁舎全体のエネルギー消費量
 削減率    

出典：（財）省エネルギーセンター 
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合計 

本事例では、  約５％削減 



組織の概要 

大臣官房 大臣官房 

管 課

国土交通省 国土交通省 

官庁営繕部 管理課 管理課

計画課 計画課 保全指導室 保全指導室 

整備課整備課 特別整備室特別整備室

官庁営繕部 官庁営繕部

審議官 審議官 

整備課整備課 特別整備室特別整備室

施設評価室 施設評価室 

設備・環境課設備・環境課 営繕環境対策室営繕環境対策室 設備 環境課 営繕環境対策室

地方整備局・北海道開発局 地方整備局（8）・北海道開発局 

営繕部営繕部

営繕事務所 営繕事務所（13） 

営繕部

内閣府 社会資本整備審議会 

内閣府 建築分科会 

内閣府 官公庁施設部会 

８ 



所管法律：官公庁施設の建設等に関する法律（官公法） 

目的（第１条）目的（第１条）
  この法律は、国家機関の建築物の位置、構造、営繕及び保全並びに一団地の官公庁施設等について規定して、 
 その災害を防除し、公衆の利便と公務の能率増進とを図ることを目的とする。 

国土交通大臣の役割

営繕計画書に関する意見書の送付（第９条） 
  国土交通大臣は、各省各庁の営繕計画書に関し、意見書を送付しなければならない。 

国家機関の建築物に関する勧告（第１３条） 

国土交通大臣 役割

  国土交通大臣は、国家機関の建築物及びその附帯施設の位置、規模、構造並びに保全保全について基準を定め、 
 その実施に関して勧告することができる。 
  国土交通大臣は、国家機関の建築物及びその附帯施設の保全保全の適性を図るため、実地について指導することが 
 できる。 

指
導
・監
督 

国土交通大臣の行う営繕等（第１０条）

危険庁舎等の改築・修繕等の勧告（第８条） 
  国土交通大臣は、各省各庁の長に対し、庁舎に関し危険であると認める場合において必要な措置をすることを 
 勧告することができる。 

国土交通大臣の行う営繕等（第１０条）
  官公庁施設（行刑施設、防衛施設等を除く）の整備を、原則的に実施し、国として必要な企画・立案・調整の事務を 
 実施する。 

各省各庁の長の責務

整
備 

国家機関の建築物等の保全保全（第11条）  
  各省各庁の長は、その所管に属する建築物及びその附帯施設を適正に保全しなければならない。 

各省各庁の長の責務

国家機関の建築物の点検（第１２条） 
  各省各庁の長は、その所管に属する建築物の敷地及び構造、昇降機以外の建築設備について、定期に点検を 
 させなければならない。  ９ 



平成２２年度官庁営繕関係予算の概要 

  官庁施設の整備については、老朽化した官庁施設が今後増大していく中、既存官庁施設の有効 

活用を図りつつ、災害に対する安全・安心の確保等に的確に対応することが重要。 

  このため、平成２２年度においては、防災拠点となる官庁施設等の耐震性の確保、老朽・狭隘の 

解消、危険箇所の解消など、行政サービスの提供の場としての機能を発揮するための整備を実施。 

 

○平成22年度官庁営繕関係予算額 

(注）１．財政投融資特別会計特定国有財産整備勘定は、財務省との共管予算である。 
   ２．各項目の計数は単位未満四捨五入のため、合計において合致しない場合がある。 
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